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平
成
22
年
度
自
衛
官
募
集　

　

防
衛
省
で
は
、
自
衛
官
等
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

　
　
　

受
験
資
格　

日
本
国
籍
を
有
す
る
者
。

　

平
成
23
年
４
月
１
日
現
在
18
歳
以

　

上
で
、
一
般
曹
候
補
生
及
び
自
衛

　

官
候
補
生
は
27
歳
未
満
の
者
。
航

　

空
学
生
は
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の

　

者
で
高
等
学
校
卒
業
者
又
は
卒
業

　

見
込
み
の
者
。

※
説
明
会
、
個
別
説
明
も
随
時
実
施

　

し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
・
資
料
の
請
求

 

〒
３
６
０
‐
０
０
３
７　

熊
谷
市
筑
波

 

３
‐
９
０
‐
１
国
際
ビ
ル
２
Ｆ

埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所

☎
０
４
８
‐
５
２
２
‐
４
８
５
５

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組

合
立
余
熱
利
用
施
設
の
指
定

管
理
者
募
集

１ 

施
設
の
概
要

名
称　

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組

　

合
立
余
熱
利
用
施
設

所
在
地　

本
庄
市
東
五
十
子
１
６
７
‐
３

２ 
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

　

余
熱
利
用
施
設
の
使
用
許
可
に
関

す
る
業
務
等
、
余
熱
利
用
施
設
の
管

理
運
営
上
、
管
理
者
が
特
に
必
要
と

認
め
る
業
務
。

３ 

指
定
期
間

　

平
成
23
年
４
月
１
日
〜

　

平
成
26
年
３
月
31
日
（
３
年
間
）

４ 

募
集
要
項
の
配
布
期
間

　

８
月
２
日（
月
）〜
８
月
20
日（
金
）

※
募
集
要
項
等（
申
請
書
等
は
除
く
）

　

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

　

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

５ 

現
地
説
明
会　

８
月
23
日
（
月
）

６ 

申
請
の
受
付
期
間

　

９
月
１
日
（
水
）
〜
15
日
（
水
）

※
申
請
は
、
持
参
に
限
り
ま
す
。
申

請
書
等
の
書
類
の
確
認
を
行
い
ま
す

の
で
、
申
請
に
際
し
て
は
事
前
に
電

話
の
う
え
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

７ 

募
集
要
項
の
配
布
・
申
請
書
の

　

 

提
出
・
問
合
せ

〒
３
６
７
‐
０
２
０
４　

本
庄
市
児

玉
町
蛭
川
９
１
５
‐
１

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

業
務
管
理
課

☎
０
４
９
５
‐
７
２
‐
２
２
４
１

神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

〜
カ
ヌ
ー
と
木
登
り
を
通
し
て
自
然

体
験
活
動
の
理
論
と
実
技
を
学
ぶ
〜

日
時　

９
月
25
日
（
土
）
午
前
10
時

　

〜
26
日
（
日
）
午
後
２
時

内
容　

カ
ヌ
ー
や
ロ
ー
プ
ク
ラ
イ
ミ

　

ン
グ
の
知
識
と
技
術
を
習
得
し
、

　

自
然
体
験
活
動
の
楽
し
さ
を
知
る

　

と
と
も
に
、
参
加
者
相
互
の
交
流

　

を
図
る
。

対
象　

18
歳
以
上
の
人

定
員　

20
人
（
抽
選
）

費
用　

５
，
０
０
０
円
程
度

受
付　

８
月
８
日
（
日
）
ま
で

問
合
せ　

県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
３
４
４
２

FAX
０
４
９
５
‐
７
７
‐
４
９
０
７

※自衛官候補生の男子の受付期間は予定

募
　
　
集

試　験

　９月18日（土）

　男子：受付時に案内
　女子：９月26日（日）
　　　　～29日（水）
　　　　のうち１日

　９月23日（木）

受　付

８月１日（日）～
　９月10日（金）

募集項目
 一般曹候補生
 （第２回）

 自衛官候補生

 航空学生
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町
の
文
化
財

文
化
財
展
示
室
を
見
る
⑱

―
　
土ど

き器
（
六
）
―

　

鎌
倉
時
代
以
降
、
中
世
の
土
器
に

は
、
元
阿
保
地
内
の
安あ

ぼ
し
や
か
た
あ
と

保
氏
館
跡
か

ら
出
土
し
た
陶と
う
じ
き

磁
器
が
あ
り
ま
す
。

　

安
保
氏
は
、
平
安
時
代
の
終
わ
り

頃
、
新
里
綱つ
な
ふ
さ房

の
次
男
で
あ
る
実さ

ね
み
つ光

が
、
安
保
郷
（
元
安
保
付
近
）
に
居

住
し
て
安
保
を
名
の
っ
た
こ
と
に
は

じ
ま
り
ま
す
。
鎌
倉･

南
北
朝･

室
町

時
代
を
と
お
し
て
、
本
拠
地
の
安
保

郷
を
中
心
に
武
蔵
国
内
外
に
所し
ょ
り
ょ
う領

を

を
も
ち
、
国
外
に
発
展
す
る
機
会
も

あ
り
ま
し
た
が
、
総そ
う
り
ょ
う
け

領
家
は
安
保
の

地
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
武
蔵
国

内
で
大
き
く
成
長
し
て
い
き
ま
し
た
。

金
鑚
神
社
多
宝
塔
は
、
一
族
の
安
保

全ぜ
ん
り
ゅ
う

隆
が
建
立
し
た
も
の
で
す
。

　

鎌
倉
時
代
の
安
保
氏
は
、
幕
府
と

密
接
な
関
係
に
あ
り
、
有
力
な
御ご

け家

人に
ん

と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
展
示

品
の
う
ち
、
一
三
〜
一
四
世
紀
前
半

の
中
国
産
の
陶
磁
器
は
こ
れ
を
裏
付

け
る
も
の
で
す
。
い
ず
れ
も
破
片
で

す
が
、
景け
い
と
く
ち
ん

徳
鎮
窯
や
龍

り
ゅ
う
せ
ん泉

窯
で
生
産

ね
ん
き
ん
だ
よ
り

さ
れ
た
緑り

ょ
く
ゆ
う
ば
ん

釉
盤
（
写
真
左
）、
青せ

い
は
く白

磁じ
め
い
び
ん

明
瓶
（
写
真
右
）、
白
磁
碗わ

ん

、
青

磁
鎬し
の
ぎ
れ
ん
べ
ん
も
ん

蓮
弁
文
碗
・
青
磁
劃か

つ
か花

文
碗
、

青
磁
盤
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
一
五
世
紀
後
半
〜

一
六
世
紀
の
景
徳
鎮
窯
の
青せ
い
か花

（
染そ

め
つ
け付

）
碗･

皿
も
あ
り
ま
す
。

　

安
保
氏
の
終
末
期
に
あ
た
る
一
六

世
紀
の
土
器
に
は
、
国
内
産
の
灰か
い
ゆ
う釉

皿
、
鉄て
つ
ゆ
う
お
り
ふ
ち

釉
折
縁
皿
、
天て

ん
も
く目

茶
碗
、
灰

釉
丸
碗
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

土は

じ師
質
土
器
の
か・

・

・

・

わ
ら
け
は
、
安

保
氏
の
時
代
を
通
じ
て
使
わ
れ
ま
し

た
。

問
合
せ　

生
涯
学
習
課
文
化
財
担
当

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
２
５
５
９

Ｑ
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
ど
の

　

よ
う
な
手
続
き
が
い
る
の
？

Ａ
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金

　

を
う
け
る
た
め
に
は
、
年
金
の
請

　

求
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
の
流
れ

　

60
歳
又
は
65
歳
の
誕
生
月
の
約
３

か
月
前
に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

「
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
や

「
年
金
請
求
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　

⬅

　

「
年
金
請
求
書
」
を
年
金
事
務
所

や
町
役
場
に
提
出
し
ま
す
。

・
必
要
事
項
を
記
入
し
、
支
給
開
始

　

年
齢
の
誕
生
日
の
前
日
以
降
に
提

　

出
し
ま
す
。

・
提
出
先
は
、
国
民
年
金
の
第
１
号

　

被
保
険
者
の
期
間
の
み
の
方
は
、

　

役
場
保
険
健
康
課
、
そ
れ
以
外
の

　

方
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所
で

　

す
。

※
年
金
請
求
書
に
は
、
戸
籍
抄
本
等

の
添
付
資
料
が
必
要
で
す
。
添
付
書

類
は
、
配
偶
者
の
有
無
や
年
金
加
入

状
況
等
に
よ
り
変
わ
り
ま
す
の
で
、

年
金
事
務
所
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

⬅

　

年
金
証
書
、
年
金
決
定
通
知
書
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
年
金
を
受
給
さ
れ

る
皆
様
へ
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
年
金
を
受

　

け
て
い
る
間
に
し
な
く
て
は
な
ら

　

な
い
届
出
な
ど
が
説
明
し
て
あ
り

　

ま
す
の
で
、年
金
証
書
と
い
っ
し
ょ

　

に
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

⬅

　

年
金
証
書
の
送
付
か
ら
約
１
〜
２

か
月
後
に
、
年
金
の
お
支
払
い
が
開

始
さ
れ
ま
す
。

・
年
金
請
求
時
に
指
定
さ
れ
た
口
座

　

に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

・
そ
の
後
、
偶
数
月
に
２
か
月
分
ず

　

つ
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

ご
不
明
な
点
は
、

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５

受
付
時
間　

月
〜
金
曜
日
午
前
８
時

　

30
分
〜
午
後
５
時
15
分　
　
　
　

問
合
せ　

保
険
健
康
課 

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
２
１
１
３

支
所　

地
域
総
務
課

☎
０
２
７
４
‐
５
２
‐
３
２
７
１


